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医薬品マスター及び特定器材マスターの 

仕様変更予定について 

 

現状、高額な医薬品等については、臨時対応として金額種別を設定していると

ころですが、今後におけるマスターの汎用性確保のため、令和 2 年度診療報酬改

定に併せて下記のとおり仕様変更を予定していますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 医薬品マスター 

別紙 1 参照。 

 

２ 特定器材マスター 

別紙 2 参照。 

 

 



別紙1

【現行】 【変更後】

１１ 金額種別 数字 １ 固定

項番１２「新又は現金額」に設定した金額等の種別を表
す。

１：金額
３：薬剤使用量省略（歯科に限る。）
５：乗算金額（金額を１０で乗ずる。）
７：減点

金額種別の詳細は「別紙４－２」のとおりである。

１１ 金額種別 数字 １ 固定

項番１２「新又は現金額」に設定した金額等の種別を表
す。

１：金額
３：薬剤使用量省略（歯科に限る。）
７：減点

金額種別の詳細は「別紙４－２」のとおりである。

１２ 新又は現金額 数字 １０ 可変

整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組
み合わせで設定する。
なお、医薬品は所定単位の投与量から点数を計算するた
め、医薬品の規格単位を最小単位にした金額を設定する。
ただし、項番１１が「５：乗算金額（金額を１０で乗ず
る。）」の場合は、乗算する前の金額を設定する。

１２ 新又は現金額 数字 １３ 可変

整数部「１０桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の
組み合わせで設定する。
なお、医薬品は所定単位の投与量から点数を計算するた
め、医薬品の規格単位を最小単位にした金額を設定する。

２４ 金額種別 数字 １ 固定

項番２５「旧金額」に設定した金額等の種別を表す。

０：薬価基準改定又はそれ以降に新設された医薬品
１：金額
３：薬剤使用量省略（歯科に限る。）
４：除算金額（金額を１０で除す。）
５：乗算金額（金額を１０で乗ずる。）
７：減点

金額種別の詳細は「別紙４－２」のとおりである。

２４ 金額種別 数字 １ 固定

項番２５「旧金額」に設定した金額等の種別を表す。

０：薬価基準改定又はそれ以降に新設された医薬品
１：金額
３：薬剤使用量省略（歯科に限る。）
７：減点

金額種別の詳細は「別紙４－２」のとおりである。

２５ 旧金額 数字 １０ 可変
薬価基準改定前の当該医薬品の金額等を、整数部「７
桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組み合わせで
設定する。

２５ 旧金額 数字 １３ 可変
薬価基準改定前の当該医薬品の金額等を、整数部「１０
桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組み合わせで
設定する。

＜医薬品マスターの変更内容＞

項番 項目名
形　　式

内　容 項番 項目名
形　　式

内　容モー
ド

最大
バイ

項目
形式

モー
ド

最大
バイ

項目
形式



別紙2

【現行】 【変更後】

１１ 金額種別 数字 １ 固定

項番１２「新又は現金額」に設定した金額等の種別を表す。

１：金額（整数部７桁、小数部２桁）
２：購入価格
４：金額（整数部のみ）
５：％加算
９：乗算割合

金額種別の詳細は「別紙５－１」のとおりである。

１１ 金額種別 数字 １ 固定

項番１２「新又は現金額」に設定した金額等の種別を表す。

１：金額（整数部１０桁、小数部２桁）
２：購入価格
５：％加算
９：乗算割合

金額種別の詳細は「別紙５－１」のとおりである。

１２ 新又は現金額 数字 １０ 可変
整数部「７桁」、小数点「１桁」、小数部「２桁」の組み合
わせで設定する。ただし、項番１１が「４：金額（整数部
のみ）」の場合は整数部「９桁」で設定する。

１２ 新又は現金額 数字 １３ 可変
整数部「１０桁」、小数点「１桁」、小数部「２桁」の組
み合わせで設定する。

１７ 金額種別 数字 １ 固定

項番１８「旧金額」に設定した金額等の種別を表す。

０：材料価格基準改定又はそれ以降に新設された特定器材
１：金額（整数部７桁、小数部２桁）
２：購入価格
４：金額（整数部のみ）
５：％加算
９：乗算割合

金額種別の詳細は「別紙５－１」のとおりである。

１７ 金額種別 数字 １ 固定

項番１８「旧金額」に設定した金額等の種別を表す。

０：材料価格基準改定又はそれ以降に新設された特定器材
１：金額（整数部１０桁、小数部２桁）
２：購入価格
５：％加算
９：乗算割合

金額種別の詳細は「別紙５－１」のとおりである。

１８ 旧金額 数字 １０ 可変

材料価格基準改定前の当該特定器材の金額等を、整数部「７
桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組み合わせで設
定する。ただし、項番１７が「４：金額（整数部のみ）」
の場合は整数部「９桁」で設定する。

１８ 旧金額 数字 １３ 可変
材料価格基準改定前の当該特定器材の金額等を、整数部
「１０桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組み合
わせで設定する。

＜特定器材マスターの変更内容＞

項番 項目名
形　　式

内　容 項番 項目名
形　　式

内　容モー
ド

最大
バイ

項目
形式

モー
ド

最大
バイ

項目
形式


